
町からのお知らせ

第６期生「のぎ観光コンシェルジュ」養成講座のご案内

　のぎ観光コンシェルジュは観光を通して、町の魅力を町内外に広める活動をしています。

　本講座を受講して、のぎ観光コンシェルジュとして一緒に野木町を盛り上げていきませんか？

　ＨＰ、ＳＮＳ等情報発信講座や野木町の歴史を知る講座も行います。

　どなたでもご参加いただけますので、皆様の申込をお待ちしています。

対どなたでも　定先着８名　儡無料　【主催】野木町観光協会

申２月３日（月）～電話またはメール（死sangyou＠town.nogi.lg.jp）にて申込み

問産業振興課　撒（５７）４１５３

回 日時 場所 内容 講師

1
2/23（日・祝）

10:00～12:00

町公民館2階
第4研修室

・開講式
・講演 野木町の歴史を知る
・コンシェルジュの役割

・史段会 会長 松本 圭司先生
・事業推進部会長

2
3/2（日）

9:00～12:00

きらり館
（集合・解散）

・ガイドと巡る野木宿・野木神社
 （レンタサイクルで巡ります）

・のぎ観光コンシェルジュ
 ガイドグループ

3
3/9（日）

10:00～12:00

町公民館2階
第4研修室

・観光協会の情報発信
 ①ＨＰの運用　②ＳＮＳへの投稿
・閉講式（認定）

・のぎ観光コンシェルジュ
 ＨＰグループ

4 3月中旬 栃木市内
・周辺市町の観光状況を知る
・栃木市を視察
 （町マイクロバスにて）

・町商工観光係
・事業推進部会長

（8）

令和７年農業用免税軽油に係る一括交付期間後の申請について

　農業用の軽油取引免税証については、市町ごとに申請期間を設けて申請の受付をしています。今回、期間内に

申請できなかった方について、下記のとおり申請を受け付けますので、交付を希望する方はご利用ください。

　なお、今回の申請期間を過ぎますと、１年分の全量交付ができないことがありますので、ご留意ください。

日３月４日（火）、３月５日（水）９時～１１時３０分、１３時～１５時３０分

所下都賀庁舎 第２福利厚生棟 ２階会議室（栃木市神田町６-６）

対栃木県税管内全ての市町（栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町）

儡使用者証更新手数料　　４２０円　※新規申請および使用者証更新の場合

　耕作証明書発行手数料　２００円　※市町農業委員会で発行していますので、事前にご確認ください。

【申請の際に持参するもの】①免税軽油使用者証

　　　　　　　　　　　　②免税軽油の引取り等に係る報告書　※新規申請以外の方

　　　　　　　　　　　　　納品書または領収書を添付、写しでも可。未使用の免税証（原本）を添付。

　　　　　　　　　　　　③耕作証明書　※新規申請および耕作面積が変更になった場合。

　　　　　　　　　　　　※使用者証更新のみの場合、耕作証明は不要です。

　　　　　　　　　　　　（※受委託の方で栃木市および野木町にお住まいの方は、個別にお問合せください。）

【注意事項】

●新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。

●新規申請および免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類（契約書・納品書・

　領収書等）を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ等に控えてきてください。

●更新手数料４２０円は、つり銭の無いようにご協力をお願いします。

●国税および地方税の差押え等の滞納処分を受けられた方は、処分解除の日から２年を経過しなければ申請でき

　ません。

●マスクの着用等、感染症予防策については個人の主体的な選択を尊重し個人の判断に委ねますが、発熱や風邪

　の症状がある方は、来場を見合わせるようお願いします。

問栃木県税事務所 軽油取引税調査担当　撒０２８２（２３）６８８２

　町農業委員会事務局　撒（５７）４１０９（耕作証明書について）


